
※内容のご質問等については、TEL 0258-34-3213  担当 司法書士大野豊事務所 大野 まで 

※配信中止等のお問い合わせは、ホームページ https://www.3d-m.jp/contact/others/ 

開催セミナーのご案内    
※2021年新春講演会※  2021年２月４日(木)10：30～12：00 ZOOMウェビナーで配信 

「デジタル社会とウィズコロナ時代の乗り切り方」 
ワンストップサービスのスペシャリストとして、長岡市で２０年間に渡り、ワンフロア＆ワンストップサービスを 

手掛けるパートナーズプロジェクトグループならではの視点で、多数の専門家が対談形式により講演します。 

お申込み・お問い合わせは0258-36-2685 または弊社HPまで 
 

 
・・・文章中のこのマーク   をクリックして詳しい情報をどうぞ・・・ 

 
＜法務＞ 

   お手元の権利証はどれですか? 

        個人の権利証はなくなるかも？？？ 
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有効な権利書 空権利書 

 

捨てる前に

確認を！ 

https://www.3d-m.jp/contact/others/
mailto:pro@3d-m.jp
https://www.3d-m.jp/
平成17年の不動産登記法改正により、権利証(登記済証)制度が廃止され、はや15年が経過しました。権利証は唯一性があり、所持していることに意義がありました。

権利証はいつまで使えるの?法改正以前から権利証を所有されていた方も、その後土地や建物を売却されたり、亡くなられて相続登記がなされたことで、既に役割を終えた権利証も多くなりました。

廃棄のタイミングは?現在の権利証は、所有者が健在で、所有権を持っている間は有効です。権利証の物件を売却や贈与後は、原則「空権利証」になります。所有者が亡くなると、その効力もなくなり、新たに相続登記により発行された登記識別情報通知が権利を引き継ぎます。

土地建物を売買、贈与後に登記自体が錯誤等で抹消され、元の所有権が回復するなどの例外がありうるため、せめて直近の確定申告時期が終了するまでは、「空権利証」は保管していただくことをお勧めします。




